
この届出は、課税標準の算定期間の末日以前６ヶ月以上連続して事業所用家屋
を休止する場合に提出してください。
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岡崎市竜美台１丁目１番地

7

【備考】

3

4

2

合 計

5

6

4,872.50

（宛先） 岡 崎 市 長

No. 休 止 期 間

444-8601

※事業所番号

所 在 地 事業所用家屋床面積 休止部分の床面積
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届

出
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下記の事業所用家屋を休止したので届けます。

岡崎市十王町２丁目９番地

愛知 太郎

経理課 愛知 次郎

TEL

年 月平成

1,700.00

日

㎡

3,172.50 1,000.00

㎡

事 業 所 用 家 屋 休 止 届
提 出 用

十王商事 株式会社

ジュウオウショウジ

〒

岡崎市十王町２丁目９番地

アイチ タロウ

-0564 6079（ ） - 23

住所又は

所 在 地

フ リ ガ ナ

氏名又は

名 称

フ リ ガ ナ
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